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( 公 印 省 略 )

電離放射線に係る疾病の業務上外の認定について(回答)

平成 23年 6月3日付け神労発基第523号をもってりん伺のあった標記について、

下記のとおり回答する。
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本件は、別添報告書のとおり、労働基準法施行規則第 35条別表第 1の2第7号10 

に定める業務上の疾病として取り扱われたい。



ザ発症した悪性リンパ腫の業務上外に関する検討会報告書

本検討会は、国・・こ係る事案について険討伺ってきたところであるが、今般、 IIIJ 

i需のとおり検討結果をとりまとめたので報告するコ
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座長 米 倉 義 附

明石真言

車問朋子

伴 {言説

別所正美



第 1 事案の概要

l 労働者の氏名等

(1)労働者氏名

(2)生年月日

(3)所属事業場

(4)傷 病 名 悪性リンパ腫(非ホジキンリンノサ重)

(5) 発症年月日

(6) 労災請求年月日 平成 22年 10月 15日(療養補償給付)

2 請求の趣旨

3 請求人の欣射線業務の内苦手

4 請求人の欣射線被ばく状況

( 1 )外剖i被ばく

請求人の外部被ばく線量については、

フィルムパァジにより、またE・E ・・E ・-ガラスノく

ッジ又は電子式線量計等のし、ずれかにより視IJ定が行われ、その累積被ばく線量は

-であった(別紙 l参照)

( 2 )内音In.皮ばく

請求人の内部被ばく[士、

されており、その結

( 3 )事故的被ばく

ーノレポテニイカウンターによって測定

(別紙2参照) ， 

らの報告並びに請求〆、の聴取におい



5 請求人の療養の経過について

第2 検討会の判断

1 請求人の被rIく線量について

( 1 ) 外在1:被i[く

請求人山累fft外部被ばく線量rt、個人の彼ばく管fig記録 tり

-( 2) I人JiiI: II幻[く

Ij" ~;. ;.1く人山l人J(;:1;被itく線量(士、何人の被!:lく線最管R日記録仁

圃目
(J) 中IJ(.c((J被ilく

事政fl(Jr皮![く

以卜ーのことん山、請求人0)累綴被itく

るう

2 業務|外につL、て

( 1 )主主本的な考え方について

と判断す

下位「唱E版irt線と非ホジキンリンハ憾との関係についてl士、平成 :20t，手10月、非ホ

ンキンリ/ハn重を発症した労働者の事案の業務上外を検討するための検討会が、

「J45性リンハn重、特に非ホジキンリンパ鰭と般射線被ばくとのIlSI果関係についてJ

土して主とめた報告書において、要旨

、Î)非 ïJ~ ジキンリンパ1命士、 ー般的にリンパ性白血病の碩縁の疾患として取り

級われており、何者は煩紋疾患とみなすことができる J このことを踏まえる

と非ホゾキンリンパ腫については 日血病の認定の基準として昭和 51年 11

月 H日付け基発第 810号「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準につ

いてIに定められている放射線被ばく線量を参考として判断を行うことが適

当。

②非ホジキンリンパ腫で、は男性における過剰リスクについてのみ有意差が

認められており、そのリスクは全白血病のリスクのl/5~1/6 程度であるこ



とから、非ホジキンリンパ腫のリスクは、全白血病のおおむ、ねL!5に相当す

るものと判断することが適当。

とする考え方を示しており、本件の業務上外の判断においてもこの考え方に基

づき行うことが適当である。

( 2 )結論

ア 請求人に発症した疾病は、

ノ ~ij重と判断される。

果等から、非ホジキンリン

なお、経慌時期については、・・・・・・・・・・・・・とするのが妥当である。

イ 請求人的電離放射線被ぱくを受ける業務に従事した年数の徳川に関し、

本f!tーにつL、と!工、側線従事主同士会・ーとすることが妥 liで，lhるJ

ウ したがっご、認定基準が業務|二認定(})要件として渇げる I州、li泣J(})政射線

被ばくにkI14:1rろ累干車線量{土、 25mSv (5mSv X 5 f音)

古川温せiぐふる

寸).るの

以上により、仙人の被ばく線量が・・置であることから、 Jr~J求人 tこ脱した
悪性リンパ隠に〆)いて!土、般射線業務に包閃する疾病と判断するこそA、妥当とある






















